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議案第１９号 

 

 

使用料・手数料等の取扱いについて（その１） 

 

 

使用料・手数料等の取扱いのうち手数料の取扱いについて、次のとお

り提案する。 

 

平成１６年３月２２日提出 

 

長岡地域合併協議会 

会長 森  民 夫 

 
 

手数料の取扱い 

 

手数料については、合併時に統一する。 

ただし、協定項目「各種事務事業の取扱い」で提案する手数料に

ついては、除くものとする。 
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協議第１９号参考資料 
 

手数料の取扱いの調整方針案 

 
 
１ 長岡市の制度に統一するもの ３６項目 

 

 
２ 越路町の制度に統一するもの １項目 

 

 

３ 中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町の制度に統一するもの 

                   １項目 
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１ 長岡市の制度に統一するもの ３６項目 

分 科 会 名 項    目 掲載頁 
長 
岡 
市 

中
之
島
町 

越 
路 
町 

三 
島 
町 

山
古
志
村 

小 
国 
町 

管 財 更正図関係 23 頁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

税 務 ・ 収 納 租税公課に関する証明書 

資産に関する証明書 

住宅用家屋証明書 

営業又は職業に関する証明書 

その他の税務関係 

23 頁 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

消 防 災害被災証明関係 ※ 

危険物施設許可申請等関係 ※ 

その他の消防関係 ※ 

24 頁 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

福祉･保健･健康 介護保険関係 

保育料関係 

24 頁 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

住民･国保･年金 戸籍・住民基本台帳関係 

道路運送法車両法関係 

国民健康保険関係 

24 頁 ○ 

○ 

○ 

○ 

- 

○ 

○ 

- 

○ 

○ 

- 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

環 境 鳥獣飼養許可関係 

狂犬病予防法に基づく犬の登録関係 

一般廃棄物処理業許可関係 

26 頁 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

農 林 農地関係 27 頁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

都 市 計 画 都市計画法関係 28 頁 ○ ○ ○ ○ - - 

建 築 住 宅 租税特別措置法関係 

建築基準法に規定する確認申請関係 

建築基準法に規定する許可申請関係 

新潟県建築基準条例に規定する認定申請関係 

都市計画法に規定する許可等申請関係 

住宅関係 

28 頁 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

- 

- 

- 

○ 

- 

○ 

- 

- 

- 

○ 

○ 

○ 

- 

- 

- 

○ 

○ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

○ 

道 路 ・ 河 川 自転車等放置防止条例関係 

自転車駐車場条例関係 

道路関係 

32 頁 ○ 

○ 

○ 

- 

- 

○ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

下 水 道 下水道受益者負担金関係 

浄化槽清掃業許可関係 

排水設備指定工事店登録関係 

32 頁 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

- 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

- 

○ 

- 

○ 

○ 

○ 

水 道 ･ ガ ス 給水装置の新設工事、改造工事検査 ※ 

給水装置の増設工事検査 ※ 

指定給水装置工事事業者指定 ※ 

その他の水道関係 ※ 

33 頁 ○ 

○ 

○ 

○ 

- 

- 

- 

- 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

農 業 委 員 会 農地法関係 34 頁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 越路町の制度に統一するもの １項目 

水 道 ･ ガ ス 簡易内管施工登録店関係 ※ 34 頁 - - ○ ○ - - 

３ 中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町の制度に統一するもの １項目 

住民･国保･年金 戸籍・住民基本台帳関係（一部） 34 頁 - ○ ○ ○ ○ ○ 
 

※一部事務組合が関係する手数料を含む。 



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１簿冊につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(２)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１枚につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１件につき

２５０円
１枚につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１)
１枚につき

２５０円
１枚につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(２) 無料 同左 同左 同左 同左 同左

(１)
１枚につき

２５０円
１件につき
１，３００円

１件につき
３００円

１件につき
３００円

１件につき
３００円

１件につき
３００円

(１)
１件につき

２５０円
１枚につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１)
１通につき

１００円
同左 同左 同左 同左 同左

(２)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

１　長岡市の制度に統一するもの

管財分科会

税務・収納分科会

１　租税公課に関する証明書

評価証明、公課証明、名寄帳など

長岡市の制度に統一する。

４　営業又は職業に関する証明書

営業証明（個人、法人）

５　その他の税務関係

所得証明、非課税証明など

２　資産に関する証明書

調 整 方 針 案

調 整 方 針 案

手　数　料　名

閲覧手数料

証明手数料

長岡市の制度に統一する。

手　数　料　名

１　 更正図関係

評価通知

３　住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明

督促手数料

その他の証明手数料

-
 
2
3
 
-



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(1)
1件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

２５０円
1件につき

３００円
無料

1件につき
３００円

(1)

1件につき
５，４００円他

（全１０２項目）
同左 同左 同左 同左 同左

(2)

1件につき
６，０００円

1件につき
６，０００円

1件につき
６，０００円

1件につき
１１，０００円

1件につき
１１，０００円

1件につき
１１，０００円

1件につき
６，０００円

-
1件につき
６，０００円

-
1件につき
６，０００円

1件につき
１１，０００円

-
1件につき
１１，０００円

-
1件につき
１１，０００円

(1)
１件につき

２５０円
1件につき

３００円
１件につき

２５０円
1件につき

３００円
1件につき

３００円
1件につき

３００円

(2)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
無料

1件につき
３００円

(3)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
無料 無料

(4)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
無料 無料

(5)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
1件につき

３００円
1件につき

３００円
※中之島町及び三島町の金額は、与板郷消防・斉場事務組合の手数料額。　山古志村の金額は、小千谷地域広域事務組合の手数料額。　小国町の金額は、新潟県柏崎地域広域事務組合の手数料額。

手　数　料　名

１　災害被災証明関係

火災、震災、風水害、雪害その他これらに
類する災害に被災したことの証明

消防分科会

1件につき
４，０００円

1件につき
４，０００円

1件につき
６，０００円

防火管理講習修了証明

容量10,000ℓ以下の
タンク

救急搬送証明

容量10,000ℓを超え
るタンク

1件につき
６，０００円

暫定適マーク交付証明

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1
項ただし書の規定に基づく指定数量以上
の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合
の承認の申請に対する審査他
（全１０２項目）

長岡市の制度に統一する。

消防法関係手数料

ア　水張検査

火災予防条例の規定によるタンク検査

２　危険物施設許可申請等関係

３　その他の消防関係

消防法令適合証明　

その他の手数料

イ　水圧検査
容量600ℓ以下のタン
ク

容量600ℓを超えるタ
ンク

調 整 方 針 案

-
 
2
4
 
-

※ ※ ※ ※



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(２)
１通につき

１００円
同左 同左 同左 同左 同左

(１)
１通につき

１００円
無料 無料 無料

１通につき
１００円

１通につき
１００円

長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１通につき

４５０円
同左 同左 同左 同左 同左

(２)
１通につき

４５０円
同左 同左 同左 同左 同左

(３)
１通につき

７５０円
同左 同左 同左 同左 同左

(４)
１件につき

４５０円
同左 同左 同左 同左 同左

(５)
１通につき

３５０円
（１，４００円）

同左 同左 同左 同左 同左

(６)
１件につき

３５０円
同左 同左 同左 同左 同左

(７)
１通につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(８)
１通につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

手　数　料　名

１　戸籍・住民基本台帳関係

除籍の記載事項証明書

戸籍届書受理証明書・戸籍の
　届出記載事項証明書
（婚姻等で上質紙で証明）

戸籍の全部事項証明書
（戸籍謄本）

戸籍の個人・一部事項証明書
（戸籍抄本）

除籍の全部・個人・一部事項証明書
（除籍謄・抄本）

２　保育料関係

福祉・保健・医療分科会

督促手数料

手　数　料　名

附票の全部･一部事項証明書
（戸籍附票全員・個人）

住民票の写し（世帯全員・個人）

調 整 方 針 案

調 整 方 針 案

住民・国保・年金分科会

１　介護保険関係

証明手数料

督促手数料

届書その他受理書類の閲覧

長岡市の制度に統一する。

長岡市の制度に統一する。

-
 
2
5
 
-



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(９)
１通につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１０)
１通につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１１)
１世帯につき

２００円
１件につき

３００円
１世帯につき

３００円
１枚60名記載

1枚３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１２)
１件につき

２００円
１件につき

３００円
１件につき

２００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１３)
１通につき

２５０円
１枚につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１４)
１通につき

２５０円
１枚につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１５)
１通につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１６) 無料 同左 同左 同左 同左 同左

(１７) 無料 同左 同左 同左 同左 同左

(１８)
１通につき

２５０円
１枚につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(１９)
１通につき

２５０円
１枚につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(２０)
１件につき

５００円
１枚につき

５００円
１件につき

５００円
１件につき

５００円
１件につき

５００円
１件につき

５００円

(２１)
１件につき

５００円
１枚につき

５００円
１件につき

５００円
１件につき

５００円
１件につき

５００円
１件につき

５００円

(１)
１両につき

７５０円
- - -

１両につき
７５０円

１両につき
７５０円

(１)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円
１件につき

３００円

(２)
１通につき

１００円
同左 同左 同左 同左 同左

調 整 方 針 案

住民基本台帳カードの再交付

身分証明書

証明手数料

督促手数料

印鑑登録

住民票記載事項証明書

住民票の閲覧

認可地縁団体登録証明書

認可地縁団体印鑑登録証明書

２　道路運送法車両法関係

転出証明書

除かれた住民票の写し

公的年金の証明書

印鑑登録証明書

手　数　料　名

住民基本台帳カードの交付

外国人登録に関する証明書

臨時運行許可申請に対する審査

３　国民健康保険関係

長岡市の制度に統一する。

-
 
2
6
 
-



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１件につき
３，４００円

同左 同左 同左 同左 同左

(１)
１頭につき
３，０００円

同左 同左 同左 同左 同左

(２)
１件につき

５５０円
同左 同左 同左 同左 同左

(３)
１件につき
１，６００円

同左 同左 同左 同左 同左

(４)
１件につき

３４０円
同左 同左 同左 同左 同左

(３)

１件につき
１０，０００円
変更許可

１０，０００円
再交付

２，０００円

１件につき
２，０００円
再交付

１，０００円

１件につき
３，０００円
再交付

１，０００円

１件につき
３，０００円
再交付

１，０００円

１件につき
３，０００円
再交付

１，０００円

１件につき
１，６００円
変更許可
８００円
再交付
８００円

長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１通につき

７００円
１枚につき

３００円
１通につき

３００円
無料 無料 無料

(２)
１通につき

２５０円
１枚につき

３００円
１通につき

３００円
無料 無料 無料

(３)
１通につき

２５０円
１枚につき

３００円
１通につき

３００円
無料 無料 無料

(４)
１通につき

２５０円
１枚につき

３００円
１通につき

３００円
無料 無料 無料

犬の登録

長岡市の制度に統一する。

農業経営等に関する証明書の交付

狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票の交付

犬の鑑札の再交付

手　数　料　名

１鳥獣飼養許可関係

２　狂犬病予防法に基づく犬の登録関係

現況確認を伴う農地に関する証明書の交
付

現況確認を伴わない農地に関する証明書
の交付

一般廃棄物処理業許可証交付手数料

環境分科会

鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若し
くは再交付に係る手数料

３　一般廃棄物処理業許可関係

手　数　料　名

農林分科会

１　農地関係

農地法による申請書の受理等に関する証
明書の交付

調 整 方 針 案

長岡市の制度に統一する。

調 整 方 針 案

-
 
2
7
 
-



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１通につき

２５０円
１通につき

３００円
１通につき

２００円
１通につき

３００円
- -

(２)
１通につき

２５０円
１通につき

３００円
１通につき

２００円
１通につき

３００円
- -

(３)
１通につき

２５０円
１通につき

３００円
１通につき

２００円
１通につき

３００円
- -

長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
1件につき
８６，０００円

同左 - - -

1件につき
１３０，０００円

同左 同左 - -

1件につき
１９０，０００円

同左 同左 - -

1件につき
２６０，０００円

同左 同左 - -

1件につき
３９０，０００円

同左 同左 - -

1件につき
５１０，０００円

同左 同左 - -

1件につき
６６０，０００円

同左 同左 - -

1件につき
８７０，０００円

同左 同左 - -
10.0ｈａ以上

6.0ｈａ以上
10.0ｈａ未満

0.1ｈａ未満

都市計画分科会

都市計画法第７条証明

1件につき
８４，０００円

（面積区分なし）

0.3ｈａ以上
0.6ｈａ未満

0.6ｈａ以上
1.0ｈａ未満

建築住宅分科会

1.0ｈａ以上
3.0ｈａ未満

3.0ｈａ以上
6.0ｈａ未満

調 整 方 針 案

調整方針案

長岡市の制度に統一する。

手　数　料　名

１　租税特別措置法（優良宅地造成認定申請
　　及び優良住宅新築認定申請）関係

0.1ｈａ以上
0.3ｈａ未満

長岡市の制度に統一する。

手　数　料　名

１　都市計画法関係

都市計画法第５条証明

都市計画法第８条証明

租税特別措置法第
28条等に規定する
優良な宅地の供給
に寄与するものであ
ることについての認
定申請（優良住宅造
成認定申請）に対す
る審査

-
 
2
8
 
-



(２)
1件につき
６，２００円

同左 同左
1件につき
６，１００円

- -

1件につき
８，６００円

同左 同左
1件につき
８，４００円

- -

1件につき
１３，０００円

同左 同左
1件につき
１２，０００円

- -

1件につき
３５，０００円

同左 同左
1件につき
３４，０００円

- -

1件につき
４３，０００円

同左 同左
1件につき
４２，０００円

- -

1件につき
５８，０００円

同左 同左
1件につき
４２，０００円

- -

(１)
１件につき

５，０００円他
（全３１項目）

- - - - -

(１)
１件につき

１２０，０００円他
（全３６項目）

- - - - -

(１)
１件につき
２７，０００円

- - - - -

(１)
１件につき
８，６００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
２２，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
４３，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
８６，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
１３０，０００円

同左 同左 同左 - -

租税特別措置法第
28条等に規定する
優良な宅地の供給
に寄与するものであ
ることについての認
定申請（優良住宅新
築認定申請）に対す
る審査

４　新潟県建築基準条例に規定する認定申請
　　関係

新潟県建築基準条例第５条第２項の規程
による認定申請に対する審査

0.1ｈａ未満都市計画法
第29条第１項
の規定に基
づく許可申請
に対する審
査他

100㎡超
500㎡以下

0.1ｈａ以上
0.3ｈａ未満

0.3ｈａ以上
0.6ｈａ未満

0.6ｈａ以上
1.0ｈａ未満

建築基準法第７条の６第１項第１号の規程
による仮使用の承認申請に対する審査他
（全３６項目）

長岡市の制度に統一する。

1.0ｈａ以上
3.0ｈａ未満

５　都市計画法に規定する許可等申請関係

100㎡以下

500㎡超
2,000㎡以下

2,000㎡超
10,000㎡以下

10,000㎡超
50,000㎡以下

建築基準法第６条第１項の規定による建
築物の確認申請に対する審査他
（全３１項目）

２　建築基準法に規定する確認申請関係

50,000㎡超

ア　主として
住宅建築の
目的で行う開
発行為

３　建築基準法に規定する許可申請関係

-
 
2
9
 
-



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１件につき

１７０，０００円
同左 同左 同左 - -

１件につき
２２０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
３００，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
１３，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
３０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
６５，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
１２０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
２００，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
２７０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
３４０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
４８０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
８６，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
１３０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
１９０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
２６０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
３９０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
５１０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
６６０，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
８７０，０００円

同左 同左 同左 - -

手　数　料　名 調 整 方 針 案

都市計画法
第29条第１項
の規定に基
づく許可申請
に対する審
査他

1.0ｈａ以上
3.0ｈａ未満

ア、イ以外の
開発行為

6.0ｈａ以上
10.0ｈａ未満

10.0ｈａ以上

10.0ｈａ以上

0.1ｈａ以上
0.3ｈａ未満

0.3ｈａ以上
0.6ｈａ未満

0.6ｈａ以上
1.0ｈａ未満

イ　主として
住宅以外の
建築で、業務
目的で行う開
発行為

0.6ｈａ以上
1.0ｈａ未満

0.1ｈａ未満

0.1ｈａ未満

6.0ｈａ以上
10.0ｈａ未満

3.0ｈａ以上
6.0ｈａ未満

6.0ｈａ以上
10.0ｈａ未満

10.0ｈａ以上

0.1ｈａ以上
0.3ｈａ未満

0.3ｈａ以上
0.6ｈａ未満

長岡市の制度に統一する。

ア　主として
住宅建築の
目的で行う開
発行為

1.0ｈａ以上
3.0ｈａ未満

3.0ｈａ以上
6.0ｈａ未満

3.0ｈａ以上
6.0ｈａ未満

-
 
3
0
 
-



(２) - -

- -

- -

- -

(３)
１件につき
４６，０００円

同左 同左 同左 - -

(４)
１件につき
２６，０００円

同左 同左 同左 - -

１件につき
６，９００円

同左 同左 同左 - -

1件につき
１８，０００円

同左 同左 同左 - -

1件につき
３９，０００円

同左 同左 同左 - -

1件につき
６９，０００円

同左 同左 同左 - -

1件につき
９７，０００円

同左 同左 同左 - -

(６)
1件につき
１，７００円

同左 同左 同左 - -

1件につき
２，７００円

同左 同左 同左 - -

1件につき
１７，０００円

同左 同左 同左 - -

(７)
用紙1枚につき

４７０円
同左 同左 同左 -

(８)
1通につき

２５０円
1通につき

３００円
1通につき

３００円
1通につき

３００円
- -

(１)
１通につき

１００円
- - - -

１通につき
１００円

(２)
１件につき

２５０円
- 無料

１件につき
３００円

-
１件につき

３００円

６　住宅関係

自動車保管場所使用承諾証明書（車庫証
明書）の交付

督促手数料（住宅使用料）

0.3ｈａ以上
0.6ｈａ未満

都市計画法第
45条の規定に
基づく承認申
請(開発許可を
受けた地位の
承継の承認申
請)に対する審
査

ア　主として住宅建築の目的で行う
開発行為であって開発区域の面積
が1ｈａ未満のもの

イ　主として住宅以外の建築で、業
務目的で行う開発行為であって開
発区域の面積が1ｈａ以上のもの

ウ　ア、イ以外のもの

都市計画法施行規則第60条による証明

都市計画法第47条第5項の規定に基づく
開発登録簿の写しの交付

都市計画法第41条第2項ただし書の規定
に基づく許可申請に対する審査

都市計画法第43条
の規定に基づく許可
申請(開発許可を受
けない市街化調整
区域内の土地にお
ける建築等許可申
請)に対する審査

0.1ｈａ未満

都市計画法第42条第1項ただし書の規定
に基づく許可申請に対する審査

敷地面積

長岡市の制度に統一する。0.6ｈａ以上
1.0ｈａ未満

1.0ｈａ以上

(５)

0.1ｈａ以上
0.3ｈａ未満

ア　開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開
発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面
積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項
に規定する額に10分の1を乗じて得た額

都市計画法第３５条の２第１項の規定に基
づく変更許可申請（開発行為変更許可申
請）に対する審査

イ　新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第
4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応
じ前項に規定する額

ウ　その他の変更については、10,000円

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000
円を超えるときは870,000円とする。

-
 
3
1
 
-



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１件につき
１，４００円

- - - - -

１件につき
２，１００円

- - - - -

(１)
１件につき
１，４００円

- - - - -

１件につき
２，１００円

- - - - -

(１)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
- - - -

長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１通につき

１００円
１通につき

１００円
- - -

１通につき
１００円

(２)
１件につき

２５０円
１件につき

３００円
-

１件につき
３００円

-
１件につき

３００円

(１)
１件につき
５，０００円

１件につき
１，０００円

１件につき
６，０００円

１件につき
５，０００円

１件につき
５，０００円

１件につき
１，６００円

(２)
１件につき
１，０００円

１件につき
５００円

１件につき
１，２００円

１件につき
１，０００円

１件につき
１，０００円

１件につき
８００円

(１) 無料
新規１０，０００円
更新　５，０００円

無料
１件につき
5,000円

- 無料

返還手数料 自転車

長岡市の制度に統一する。

納付証明手数料

1　下水道受益者負担金関係

督促手数料

浄化槽清掃業許可証交付手数料

浄化槽清掃業許可証交付手数料　再交付

排水設備指定工事店 登録手数料

２　浄化槽清掃業許可関係

道路・河川分科会

３　排水設備指定工事店登録関係

下水道分科会

原動機付自転車

自転車

原動機付自転車

返還手数料

調 整 方 針 案

手　数　料　名

１　自転車等放置防止条例関係

２　自転車駐車場条例関係

調 整 方 針 案

長岡市の制度に統一する。

３　道路関係

手　数　料　名

道路幅員証明手数料

-
 
3
2
 
-



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１件につき
６，０００円

(２)
１件につき
１２，０００円

(３)
１件につき
２４，０００円

１件につき
９，０００円

(４)
１件につき
４０，０００円

１件につき
１２，０００円

(１)
１件につき
３，０００円

(２)
１件につき
６，０００円

(３)
１件につき
１２，０００円

１件につき
５，０００円

(４)
１件につき
２０，０００円

１件につき
７，０００円

１件につき
１０，０００円

１件につき
１０，０００円

無料
１件につき
１０，０００円

１件につき
５，０００円

無料

(１) 無料 無料 無料
１件につき
２，０００円

１件につき
２，０００円

無料

(２)

(３)
１件につき

２５０円
- - - - -

※１　〔　〕は、見附市から給水を受けており、見附市が設定した手数料額である。

※２　越路町については、東部地区が町企業課から、西部地区は小国町越路町水道企業団から給水を受けており、手数料額もそれぞれが設定した手数料額である。

※３　三島町の金額は、与板町外２ヶ町村水道企業団の手数料額。小国町の金額は、小国町越路町水道企業団の手数料額。

無料
１件につき
２，４００円

東部地区
無料

西部地区
１件につき
２，４００円

無料 無料
１件につき
１，０００円

２５ｍｍ～３０ｍｍ

３　指定給水装置工事事業者指定

２５ｍｍ～３０ｍｍ

４　その他の水道関係

証明手数料

消防演習立会手数料

開閉栓手数料

１件につき
３００円

設計審査
１件につき
２，０００円
工事検査
１件につき
１，０００円

設計審査
１件につき
２，０００円
工事検査
１件につき
１，０００円

４０ｍｍ～５０ｍｍ

７５ｍｍ以上

１件につき
５，０００円

東部地区
設計審査、

　　　　工事検査
１件につき
１，０００円

西部地区
１件につき

３００円

４０ｍｍ～５０ｍｍ

設計審査
１件につき
２，０００円
工事検査
１件につき
１，０００円

１件につき
３，０００円

東部地区
設計審査、

　　　　工事検査
１件につき
１，０００円

西部地区
１件につき

３００円

１３ｍｍ～２０ｍｍ

手　数　料　名

１　給水装置の新設工事、改造工事（増設工
　　事を除く。）検査

２　給水装置の増設工事検査

水道・ガス分科会

１３ｍｍ～２０ｍｍ

７５ｍｍ以上

設計審査
１件につき
２，０００円
工事検査
１件につき
１，０００円

調 整 方 針 案

１件につき
３００円

長岡市の制度に統一する。

※平成１６年度に長岡市の
　体系を見直す。

長岡市の制度に統一する。

※２

-
 
3
3
 
-

※１ ※３ ※３



長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１)
１通につき

７００円
１枚につき

３００円
１通につき

３００円
無料 無料 無料

(２)
１通につき

２５０円
１枚につき

３００円
１通につき

３００円
無料 無料 無料

(３) 無料 無料 無料 無料 無料 無料

(４) 無料 無料 無料 無料 無料 無料

２　越路町の制度に統一するもの

長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１) -
１件につき
１０，０００円

１件につき
１５，０００円

１件につき
１６，０００円

- -

(２) -
１件につき
１０，０００円

１件につき
５，０００円

１件につき
１６，０００円

- -

※１　〔　〕は、見附市から供給を受けており、見附市が設定した手数料である。

※２　三島町の金額は、三島町・与板町ガス企業団の手数料額。

３　中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町の制度に統一するもの

長岡市 中之島町 越路町 三島町 山古志村 小国町

(１) -
１件につき

３５０円
１件につき

３５０円
１件につき

３５０円
１件につき

３５０円
１件につき

３５０円

越路町の制度に統一する。

調 整 方 針 案手　数　料　名

１　農地法関係

その他証明書（下記除く）

調 整 方 針 案

農地等競売（公売）買受適格者証明書

長岡市の制度に統一する。

調 整 方 針 案

中之島町､越路町､三島町､

山古志村、小国町の制度
に統一する。戸籍の記載事項証明書

手　数　料　名

１　戸籍・住民基本台帳関係（一部）

住民・国保・年金分科会

水道・ガス分科会

手　数　料　名

１　簡易内管施工登録店関係

簡易内管施工登録店登録手数料

簡易内管施工登録店更新手数料

経営状況（耕作者）証明で、農地法の許可申請書、
農地競売買受適格者証明書交付申請書、利用権設
定申出書などに添付する場合

現地確認が必要な証明書

農業委員会分科会

-
 
3
4
 
-

※１ ※２




